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戦後80年 平和誓い、沖縄で全国梅花大会
第147回 通常宗議会 ソートービル再開発めぐり議論

令和６年度一般会計歳入歳出決算 歳入 50億 6184万1035円／歳出 42億7645万8733円
経常部 42億5009万3773円／臨時部 2636万4960円／差引残額７億8538万2302円（令和７年度準備資金に編入）

本年、令和７年度全国梅花流奉詠大会を沖縄で本土復帰
記念の日に当たる５月15日に開催し、平和希求への誓い
を新たにしたことが報告されました。
　ソートービル再開発については、本年４月１日付で曹
洞宗所有不動産再開発推進委員会が発足。これまで計３
回開催され、専門的な知識と実務経験を有し、再開発計
画全体に係るプロジェクトマネジメント会社として内局
より推薦された３社からプレゼンテーションを受け、提
案内容と価格の両面で評価するプロポーザル方式により
㈱インデックスコンサルティングを選定、責任役員会の
承認を経て６月４日契約締結した旨の説明がありました。
　この経過に対し、宗議会の承認を得ていない時点での契
約締結は曹洞宗規則第９条（責任役員会及びその職務権
限）の範囲を超える宗議会軽視ではないか、なぜ計画立案

　６月23日から27日までの５日間の
会期で第147回通常宗議会が招集さ
れました。曹洞宗管長南澤道人不老
閣猊下がご不例のため宗制により服
部秀世宗務総長が導師を務めた開会
式の後、議事に入りました。
　総長演説で戦後80年の節目となる

〔議決された議案〕
●令和７年度一般会計歳入歳出補正予算案（第１回）・規程廃止案（寺院財産処分義財の取扱いの特例措置に関する規程を
廃止する規程制定案）・曹洞宗規程及び細則中一部変更案（宗制様式の取扱い、寺院、寺院住職任免、宗務所、災害援護、
僧侶教師分限、財務、檀信徒研修会細則、人権擁護推進本部運営の各規程）
●承認を求める件・令和６年度の一般会計歳入歳出決算・一般会計歳出予算外支出・準備資金収支・僧侶共済、寺院建物
共済、育英資金、護持会、所有建物償却引当積立金及び不動産取得基金、修証義公布百周年記念育英基金、災害対策、図
書印刷物等刊行、檀信徒会館の各特別会計歳入歳出決算・特別積立金収支決算・宗教法人「曹洞宗」財産目録
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の初期段階から外部会社を入れるのか等の質問が続出。契
約締結に伴い再開発推進委員会の予算を当初の２千万円か
ら５千万円上積みして７千万円に増額する補正予算案は採
決で賛否が分かれた結果、賛成多数により可決されました。
　また、「曹洞宗土地・建物再開発に係る契約及び入札
の倫理審査に関する規程制定案」（発議者・岩井秀弘議
員）が議員立法として提出され、付託された第３特別委
員会では倫理規程の必要性を認める一方、法的観点から
の条文案検証、審査会の受け入れ部署や予算確保など実
行性になお課題を残すとして継続審議となりました。
　他の議案は委員会の慎重審議を経ていずれも可決。通
告による一般質問11本（大本山總持寺系６本）、文書に
よる質問３本（同３本）。
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一　宗門の興隆を図り、宗政の運営に関し、
　　公正妥当なる政策の実現に努めること。
二　宗門の伝統性格を尊重し、両大本山を
　　護持し、殊に大本山總持寺の尊厳維持
　　に勤めること。
三　会員相互の協調連絡を図り、その親和
　　結束を固くすること。
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る学校法人駒澤大学の深沢キャンパス及び、学校法人総
持学園の鶴見大学会館を視察した。また、鶴見大学会館
の視察に併せて、仮移転後の各種研修会等の会場候補地
となる大本山總持寺三松閣の施設も併せて視察した。他
の候補地も含め、委員会における今後の検討を踏まえ、
仮移転先を選定する。再開発計画には適宜修正を加える
ことも視野に入れ、推進していきたいと考えている。
　新到掛塔僧上山補助の進捗状況についてはこの施策が
宗内に於いて周知され積極的に活用されるよう、曹洞禅
ネットをはじめ、宗報等において告知をしていく。災害
見舞金制度について今年度に係る保険料がおよそ３億６
千万円まで高騰したことを受け、災害援護拠金の付加拠
出金を対象とした見直しを行う。
　４月26日から28日までの３日間にわたり、大韓仏教曹
渓宗、眞愚総務院長からの招請により圓通総務部長とと
もに大韓民国ソウル特別市を訪れ、総務院を表敬訪問し、
燃灯会に参加した。
　権大教師以上の教師賦課金減免に関する事項並びに寺
院財産処分義財の事務取扱に関する事項について明示、
周知を図る必要があることから、関係規程の変更及び廃
止案を上程。宗務庁事務における電子承認システムの構
築については業務のスリム化に資するため、事務処理の
電子化を推し進めていく。
　運営企画室が曹洞宗宗務ビジョンの提案と題した資料
作成に取り組んでいる。この資料については、それぞれ
の地域に応じた詳しい解説を希望する意見をいただいて
いる。数カ所ながら、現地に赴いて内容の解説や意見交
換を行っている。
　曹洞宗総合研究センタ－の再開発事業に伴う仮移転に
ついて内局としては、同センタ－の組織体の性質を考慮
し宗門関係学校である駒澤大学が所有する施設への移転
が、諸般の観点から最も適切であると判断している。
　人権擁護推進本部については７月には広島市において
今年度第１回目の人権擁護推進主事研修会を開催、講演
会及び現地研修会を行う。平成17年より取り組んでいる
朝鮮半島出身の被徴用者などの無縁遺骨の集約事業は、
過去の歴史と向き合い、犠牲者の尊厳を回復するための
取り組みである。
　曹洞宗檀信徒会館令和６年度決算は総売上高約９億
4,673万円、経常利益3,883万円である。少しずつではある
が収益力が回復しており、令和５年度決算より黒字が続
いている。流動資産は８億円を超えた。令和７年度中に
おいて、元入金３億円のうち、２億９千万円を一般会計
に繰り入れることが可能になった。損益計算書を見ると、
宿泊部門の売り上げは伸びているが、不動産賃貸収入を
除いた場合の全体の損益はゼロに近い状態である。また
最小限の修繕のみを行っている状態である。

第147回通常宗議会 総 長 演 説（要旨）
宗務総長　服部 秀世

　本年は戦後80年の節目にあたり、宗務総長談話として
戦争の犠牲となったすべての方々に供養の誠を捧げ、二
度と同じ過ちを繰り返さない、戦争のない平和な世界の
実現に向けて努力していく事を５月15日付で各マスコミ
に発信、また曹洞禅ネット及び曹洞宗報の６月号に掲載
した。
　その日は沖縄本土復帰記念の日であり、沖縄県「沖縄
サントリーアリ－ナ」において、管長猊下御導師のもと、
約３千人の講員の皆様と終戦80周年平和記念法要を併修
し、令和７年度梅花流全国奉詠大会を開催。前日には、
内局始め、伝道審議会の有識者、梅花流特派師範の有志
と共に、沖縄平和記念堂の祈念像の御前において献花を
し、詠讃歌を奉詠して、戦没者への追悼の祈りと恒久の
平和を希求する願いと誓いの言葉を捧げた。平和への誓
いを新たにし、平和への行動をしていかなければと再認
識している。
　曹洞宗所有不動産再開発推進委員会については新設し
た規程の施行に伴い令和７年４月１日付で発足。委員は
規程により宗務総長を会長とし出版部長、財政部長、事
業部長と、宗議会議長より指名された有道会２名、總和
会２名および人事部長を事務局長に９人で委員会を構成
し、４月22日に第１回委員会を開催した。
　当委員会では、構成委員のうち専門的な知識経験を有
する者の委員として、曹洞宗所有不動産の再開発に係る
計画、実行、監視、制御、そして完了の過程を総合的に
管理するプロジェクトマネジメント業務に精通した者が
望ましいと判断し、内局より推薦された当該委員となる外
部会社３社と面談。外部の専門家が委員に入ることによ
り、 再開発計画における様々な調査や検証、設計会社や
施工業者等の公募や交渉など効率的に進めていくことが
可能である。この３社には、今次内局が想定するソ－ト－
ビルの基本構想を元にして、プロジェクトマネジメント
業務提案書の作成を依頼し、５月27日の第２回委員会に
おいてプレゼンテ－ションを受け、プロジェクトマネジ
メント業務を委託するに足る会社であるか、評価を行った。
　その結果、「株式会社インデックスコンサルティング」
が選定された。プロジェクトマネジメント業務は委託契
約となるが、当委員会の要請により６月４日に開催した責
任役員会において業務委託契約することが承認され、契
約を締結した。今後は曹洞宗が所有する各不動産の再開
発計画のタイムスケジュールを踏まえて、まずは令和９
年３月末を目途に、檀信徒会館事業であるホテル事業等
を廃業し、清算するという課題に併せて、ビル解体に向
け宗務庁機能等の仮移転を進めたいが、ホテル事業の廃
業、宗務庁機能の仮移転はずれ込む可能性がある。専門
家を交えた当委員会の検証・検討結果によることになる。
　５月26日、仮移転先の候補地として宗門関係学校であ
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曹洞宗所有不動産再開発推進委員会について
　推進委員会の目的は、総長が第146回通常宗議会で示
された①ホテル営業を令和９年３月末までとし、以降、
現ソートービルの解体・新築に向けて準備、計画するこ
と②新たな建築物は宗務庁機能を有し、研修道場及び議
場など多目的な会議場を設ける③第２第３分館含むすべ
ての分館をビル解体に合わせ再開発する④分館跡地には
定期借地権を開発業者等が設定し、本宗が借地権設定料
か定期的賃料収入を得ていく等々の構想の下、発足され
たが、以下の質問のお答えを願いたい。
質問❶ �推進委員会のメンバーはどのように選定された
のか。また、プロジェクトマネジメント業務に関わるス
ペシャリストと判断していいのか。また提案書の内容は
どのようなものか。
　�答弁❶：曹洞宗所有不動産の再開発計画全体の策定に

あたり、計画・実行・監視・完了までを宗門の側に
立って専門的知見を有する「プロジェクトマネジメン
ト」業務に精通した者が望ましいという判断のもと、
公募の場合は多くの情報が漏洩する危険性を踏まえて、
今回は内局より候補会社５社と交渉し、応じた３社か
ら提出された提案書とプレゼンテーションに対する委
員会の評価を元に内局が協議選定し、その結果、「㈱
インデックスコンサルティング」を選定した。このプ
ロジェクトマネジメント業務受託会社への報酬として
令和７年度補正予算に５千万円を計上した。提案書の
内容は宗教法人「曹洞宗」が所有する不動産全てを対
象としており、業務としては、総合調整・統括管理業
務・事業構想策定支援・隣接用地取得支援・定期借地
権を設定した上での不動産開発会社等の選定支援・一
時移転計画及びホテル事業廃業に伴う事業清算に係る
業務を含める。
質問❷「新ソートービルに宗務庁機能を置く」ことと、
「令和９年３月末日目途にホテル営業を終了する」こと
の基本的な方向性を決定した経緯は。
　�答弁❷：令和５年及び令和６年度の「曹洞宗総合特別

審議会」における答申を基としている。
質問❸ �宗門にとって世紀の大事業であり宗門の未来に
多大な影響を及ぼす歴史的な再開発事業のタイムスケ
ジュールはいかがか。「毫釐も差あれば天地はるかに隔た
る」と高祖様が示されているように正しい方向性を見極
めていただきたい。
　�答弁❸：専門家を交えた当委員会の検証・検討結果に

より修正を加えていく。但し、再開発がある程度固ま
るまで、公開する情報の内容によって計画自体に影響

を及ぼし本宗に不利益をもたらす可能性もあるのでそ
の点ご理解をいただきたい。
質問❹「機構改革・業務のスリム化」の具体的な状況
と実施のタイミングは。
　�答弁❹：移転先における事務所及び保存文書の相応の

保管スペースを確保する必要があるが、各部署分散の
文書及び地下２階倉庫の文書を整理し保存スペース改
善を図っている。
質問❺ �ホテル事業廃業に関してホテル従業員に対する
今後の対応は。
　�答弁❺：廃業後の再就職先の支援や退職金等の考慮な

ど最大限のサポートをしていく。
新到掛搭僧上山補助金について
質問❶ �本来は支度金として補助されるべきで安居前に
支給できないか。
　�答弁❶：安居前が望ましいが、教師補任に最低限必要

な180日間を支給の基準と定めることで、宗門人とし
ての自覚を促す側面から有用なものとなる。
質問❷ �僧堂間での人材交流を促進し他僧堂の特色に触
れ知見を広める機会ができないか。
　�答弁❷：僧堂履修学科目の全７科目を対象とし、任意

の学科を学習できる形式へと拡充し合同研修会として
実施する。
海外からの修行僧に対する僧籍管理及び制度的支援の
現状と課題は？
質問❶ 海外の全ての事例を国際課が把握しているか。
　�答弁❶：教化資料の配付や多言語ウェブサイトの運営

を行い、各総監部もそれぞれの地域において必要に応
じて寺院・僧侶の活動を支援しているが、全ての事例
を網羅し把握することは現行制度では難しい。
大規模災害発生時における宗門の対応について
質問❶ �南海トラフ地震や首都直下型地震などの未曾有
の災害にどのように備えているか。
　�答弁❶：「曹洞宗災害対策マニュアル水害の対応」と
「同対応マニュアル地震への備え」を公式ホームペー
ジに掲載している。寺院・檀信徒が被災の場合には

「見舞金の交付」「見舞い状及び見舞い品の交付」「災
害復興対策資金の貸付け」等の災害援護を行っている。
甚大な被害の場合は「救護活動費」等によって被災地

総括質問（要旨）
� 總和会代表　平 岩 浩 文
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支援を行っている。
質問❷ 能登半島地震に対する復興支援の現状は。
　�答弁❷：５月20日永光寺にて現地災害対策本部会議を

開催し、これまでの活動報告・被災地寺院の現状及び
各種関係団体における活動報告を行い、今後の取り組
みを協議した。プレハブの提供等も調整中である。
質問❸ 本庁における緊急災害時の対応は。
　�答弁❸：「防火防災管理に係わる消防計画」の下、避

難訓練を年２回以上、自主消防組織の編成している。
また職員・宿泊者等最大300名分の備蓄品を３日間分
保管している。「宗務システム」は前日の情報まで
バックアップがなされ、データセンターの他遠隔地に
おいてもバックアップをしている。
梅花流師範養成所及び特派布教師巡回について
質問❶ 休所中の梅花師範養成所の再開は。
　�答弁❶：「梅花流指導者養成方法の検討」に関する作

業部会を設置し、伝道審議会に特別委員を委嘱し再開
に向けて新たな制度改革を進めている。
質問❷ 檀信徒や聞法者からのご意見や感想を頂けないか。
　�答弁❷：規定上問題はない。教区長報告の中に聞法者

の感想等も報告されている。

質問❸ 恒期法要での特派巡回開催は可能か。
　�答弁❸：恒期法要の日程と特派布教師の日程に調整が

付けば派遣は可能である。
質問❹ �教区護持会と特派巡回の関係性と若い聞法者を
集める開催方法は。
　�答弁❹：教区護持会開催にとらわれなくてもよい。ま

た当該年度の布教教化に関する告諭に基づく法話を
「曹洞宗公式ユーチューブ」で配信しいるし、曹洞宗
報や告諭の補助資料にＱＲコードを掲載しスマートホ
ンを用いた視聴も可能である。

通告質問（登壇順）及び文書質問（要 旨）
教区内の正住職が減少のため、教
区長でも他の管長辞令を受けて
兼職ができるようにはならないか
　�答弁：管長辞令を受けた者が他

の管長辞令を受けられないこと
はない。宗議会議員、宗務所職
員、審事院等一部制限のあるも
のもあるが、教区長と宗務所布
教師等の兼職は可能である。

立身　一徳
（第13区京都府選出）

檀信徒会館について
❶再開発計画の基本方針の目途
の変更について
　�答弁：直近の檀信徒会館事業本

部特別会計の決算書によるホテ
ル事業単体の経常利益の状況や
今後必要となる営繕費用などを
考慮し、宗教法人「曹洞宗」が
自力で事業を行うことは難し

清泉　文英
（第８区静岡県第3・第４宗務所管内選出）

業することが望ましいと判断した。
❷ソートービルのエンジニアリングレポートについて
　�答弁：以前にも向こう20年間の修繕費用の概算評価を

したが、今後は所有不動産再開発推進委員会の委員と
して迎えた業務委託会社であるインデックスコンサル
ティングを交えた協議の中でエンジニアリングレポー
トを作成していく。エンジニアリングレポート作成に
当たる調査会社は数社の見積もりをもって評価をして
調査を依頼する。
❸分譲マンション、災害に対するリスク管理及び、宗
務庁機能だけを有する檀信徒会館にする考えは
　�答弁：将来の分譲マンション事業については社会一般

と同様に誰にも予想ができない。定期借地権付き分譲
マンションとは曹洞宗が事業運営するのではなく、当
該の建物を建築して所有する会社において運用するも
のになる。宗門としては可能な限り所有部分を少なく
運用をし、さまざまなリスクを考慮し曹洞宗所有不動
産である土地の有効利用も考え土地の借地権の対価と
して地代収入を得る形が望ましいと考える。災害に向
けて建物開発会社である施工会社との契約において、
自然災害が生じた場合についての対応などを契約内容
に盛り込むことが重要だ。宗務庁機能を集約した檀信
徒会館だけで良いとの意見は、曹洞宗所有不動産再開
発推進委員会においての再開発計画にあたり貴重なご
意見として承る。
❹宗門内で意見を求める考えはあるか
　�答弁：地方公共団体などで実施しているパブリックコ

メントのように、曹洞禅ネットなどを利用して寺院や
檀信徒に意見を求めることは可能である。しかしなが
らあくまでも参考としてのご意見を頂戴するにとどま
る。実施については曹洞宗所有不動産再開発推進委員
会において専門家などの意見を頂戴してまいる。

介護が必要で実務を行うことができない東堂様の権大
教師等の賦課金を減額するような制度ができないか。ま
た教師資格の降格は可能か
　�答弁：基本的には宗門僧侶として一定の資格を保持し

ている限りそれに応じた賦課金の納付は義務である。
ただし現住職と連署し、医師の診断書等を添付して賦
課金減免の申請を行うことは可能である。ただ１年度
に限られるため毎年申請書を提出していただく必要が
ある。また、教師資格の降格制度を新たに創設するこ
とは補任制度の根幹を揺るがしかねないものであると
考えるので慎重な姿勢で臨む必要がある。

い。廃業時のホテル従業員の諸手当なども檀信徒会館
事業の内部留保が残っているうちに可能な限り早く廃
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令和６年能登半島地震及び同地
域における豪雨災害対応のため
の復興支援室の開設を
　�答弁：現地災害対策本部の組織

構成については宗務庁主導では
なく現地の僧侶によって組織さ
れる形をとっていく。現地対策
本部からの要請により復興支援
室を立ち上げる場合には、現地

片山　昌佳
（第24区福井県・石川県選出）

僧侶または現地採用の支援室専任の方にて組織、運営
をしていただく。
東京グランドホテルについて❶内局による東京グラン
ドホテルの閉業決定のプロセスについて
　答弁：令和９年３月末を目途に東京グランドホテルを
閉業することを内局で決定した経緯は、本年１月23日に
開催した令和６年度第1回総合特別審議会にてソートー
ビルの再開発に係る内局の方針を示すことを強く要望を
受けた。審議会終了後直ちに緊急局議を開催して内局に
おいて新たなソートービルの基本構想を決定し、２月６
日に開催した総合特別審議会において内局の基本構想を
提示して第146回通常宗議会の総長演説において述べる
ことを承認して頂いた。
❷ホテル従業員の雇用について
　�答弁：事業主からの理由によるホテル廃業となるので、

従業員などの再就職先を支援する。曹洞宗所有不動産
再開発推進委員会による廃業の準備においてプロジェ
クトマネジメント業務委託会社に相談し、ホテルの従
業員とも対話をしながら対応を決定していく。

今次内局が想定する曹洞宗が所
有する不動産の再開発に関して
❶定期借地権の契約について
　�答弁：現ソートービルと全ての

分館も含め一体開発をするため
に建物を解体し、新ソートービ
ル及び全ての分館などの跡地に
は定期借地権を開発業者が設定
して一定期間を終えると地主で

嶽盛　和三
（第14区大阪府･奈良県･和歌山県選出）

ある曹洞宗に返却され、本宗が借地権設定料の対価や
定期的に賃料収入が得られるように運用していくこと
が時宜にかなった選択である。
❷管理会社の倒産・譲渡のリスクについて
　�答弁：将来の本宗においてリスクを最大限に回避すべ

きことを大前提として再開発計画を策定していく。現
行の定期借地権付きの社会一般全ての物件において実
際にその契約を満了し更地返還された事例はない。最
初の定期借地権を設定する契約において、建物所有者
が不明になったり、管理会社が倒産などで債務不履行
となった場合には借地上に残った建物の所有権はどう
なるのか、どのような形で法的に撤去することができ
るのか、その場合の諸費用は誰が負担するのかなどを
微に入り細にわたって可能な限り本宗に不利にならな
いような契約を締結する。
❸自然災害発生時の対応について
　�答弁：可能な限りリスクヘッジを念頭に置いて所有不

動産の運用方法を検討して再開発計画を策定していく。
❹曹洞宗所有不動産再開発推進委員会規程第７条にお
ける会議の公開について
　�答弁：今次宗議会の総括質問やこれまでの曹洞宗所有

不動産再開発推進委員会関係の通告質問で答弁した
が、公開可能な範囲のものは公開している。

梅花流指導必携解説編が新たに
発行され全面改訂が行れ歌詞解
説が作詞者本人の思いとかけ離
れているものが見受けられるが
一部の方の解釈ではなく現役の
本庁講習会の講師、特派師範の
先生方のご意見聞くなど発行前
のチェック体制は必要ではないか
　�答弁：編集に関しては伝道審議

乙川　良介
（第26区新潟県第２･第４宗務所管内選出）

会の専門部会に依頼し、梅花流専門委員から選考した
有識者と曹洞宗総合研究センター常任研究員で作業を
進めたものであり、最終的には伝道審議会委員全員に
内容の再確認をしている。

曹洞宗所有不動産再開発推進委
員会について❶インデックス社
との業務委託契約について利益
相反の懸念が生じるのではないか
　�答弁：当該業務委託契約書に

は、利益相反とならないよう
「業務の遂行に関連して第三者
をインデックスコンサルティン
グ社の下請け業者として起用し

髙橋　英悟
（第29区岩手県選出）

てはならない」旨が原則として定められている。
❷宗門の意志決定について疑義がある。宗議会に諮る
ことなく諸契約を進めるのか
　�答弁：宗教法人曹洞宗としての意志決定は曹洞宗責任

役員にある。この度のプロジェクトマネジメント業務の
契約締結については、内局において局議決定後、曹洞
宗責任役員会で承認をして契約を締結したものである。
❸10年後を見据えたロードマップの作成について
　�答弁：今後、曹洞宗所有不動産再開発推進委員会にお

いて、人事部の運営企画室が提案している宗務ビジョ
ンについても活用し、当該委員会の委員や専門家であ
るプロジェクトマネジメント業務委託会社とも情報を共
有して将来を見据えた形での再開発計画を策定していく。
❹今般の業務委託契約は曹洞宗規則第９条に抵触する
のではないか
　�答弁：今後の再開発において策定される諸事項、ホテ

ル事業の廃業に関することについては曹洞宗宗議会の
議決を得ることになる。
❺６月４日に契約されたインデックスコンサルティン
グ社との契約は宗議会の議決を待てなかったのか
　�答弁：曹洞宗所有不動産再開発推進委員会の合意の上

で、内局と責任役員会の決定により契約を交わしてい
るので問題がない。
❻昨年の大和証券との契約破棄問題と同じ経過をたどっ
ているのではないか。同じ過ちを繰り返してはいけない。
議員からも意見を募りコンセンサスを得るべきではな
いのか
　�答弁：インデックスコンサルティング社は宗門側のメ

リットを考える立場であり、善意でやってくれている
ことに疑いを持つことが理解できない。
❼宗門の所有不動産の活用法や土地の利用方法、機構
改革や宗務庁のあり方をトータルで議論して方向性が
定まったところで希望を実現してくれる会社の出番で
はないのか
　�答弁：曹洞宗所有不動産再開発推進委員会の委員会構

成に両会派の代表が入っており、議員の意見を反映で
きるようになっている。決して間違った方向に進んで
はいない。
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四　部　会　報　告
　５月19日・20日、檀信徒会館において四部会が開催された。
　四部会細則改正案については各部の呼称を変更。
　１、総務・教学部会（政調）
　２、伝道・教化部会（組織）
　３、財政・人事部会（社会）
　４、出版・広報・人権部会（広報）

　と変更し幹事会で承認された。また各部会の資料に基
づいた検討事項について意見を集約し会議を開催。
　今次第147回通常宗議会において、總和会を代表する
総括質問には平岩浩文議員、各部より要望された意見を
総括質問に活用、特にソートービルの基本構想について、
詳細な質問を投げかけた。

第147回　通常宗議会常任・特別委員（總和会議員）

⃝運営委員会
　主　倉内　泰雄　　　荒井　裕明
⃝予算委員会
　　　五十嵐靖雄　主　清泉　文英　　　甘蔗　英司
　主　立身　一徳　　　伊藤　哲雄
⃝第一決算委員会
　　　成田　隆真　　　龍󠄁谷　顯孝　　　山本　健善
　主　嶽盛　和三　主　岩井　秀弘
⃝第二決算委員会
　　　橋本　壽幸　長　大坂　恵司　　　福田　光昭
　主　佐藤　清廉　　　石附　正賢　主　内山　正也

⃝請願委員会
　主　三吉　由之　　　森　　元亨　長　田中　清元
⃝懲罰委員会
　主　平岩　浩文　　　髙橋　英悟
◦第一特別委員会
　　　須田　孝英　主　片山　昌佳
⃝第二特別委員会
　　　岡　　芳雄　長　乙川　良介　主　坂本　泰俊
⃝第三特別委員会
　長　近藤　龍法　主　奥村　孝善　　　岩本　一典

副議長　中村見自 長…委員長　主…主査

行政スリム化について
❶運営企画室がまとめた「宗務ビジョンの提案」には
今後10年で10億円ほどの歳出削減が達成目標と掲げて
いるが検討の必要性、実現性についてどのように考え
ているか
　�回答：各所管部署で宗務計画書と宗務報告書を作成し

個別の課題ごとに見直しを図り予算の削減を念頭に協
議、検討していく。
❷宗議会のタブレット端末導入について
　�回答：議員全員が十分にタブレットの機能を享受でき

るかが難しい現状と導入コストを考えると現時点にお
いては難しい状況と考える。電子化、ＤＸなどは非常
に有意義であるので時機を見極めて検討していきたい。

岩本　一典（第１区東京都選出）

甘蔗　英司（第20区福岡県･熊本県選出）

宗議会議員の任期満了日（曹洞宗規則第30条第２項）に
ついて
❶第30条第2項の施行年月日を確認したい
　�回答：宗議会議員の任期延長条項が最初に施行された

のは昭和48年３月に開催された第34回曹洞宗通常宗議
会である。次に任期延長事項が変更施行されたのは平
成12年２月に開催された第83回曹洞宗通常宗議会の議
決により「平成12年３月31日」からとなり、昭和48年
に定めた１年から４ヶ月伸長し、最大で１年４ヶ月の
任期延長が可能となった。
❷いつどのような理由で延長されたのか
　�回答：平成12年２月に開催された第83回通常宗議会で
「大本山遠忌の修行その他本宗の重大行事修行の円滑
な遂行を図るため」である。
❸変更前の任期満了日はいつか
　�回答：第83回曹洞宗通常宗議会の議決により宗教法人
「曹洞宗」規則が変更される時点での宗議会議員任期
および期末は「平成９年６月１日から平成13年５月31
日まで任期４年」であった。引き続く第84回曹洞宗通
常宗議会で宗議会議員の任期延長議案が提出され「平
成９年６月１日から平成14年９月30日まで任期５年
４ヶ月」となった。
❹変更前の期日に定められていた理由な何か
　回答：特段の理由はない
❺仮に変更前の期日に戻した場合の業務に影響の想定は
　�回答：現状において延長された任期を平成12年６月に

開催された第84回曹洞宗通常宗議会の議決前に戻した
場合、役職各位の任務に混乱が生ずるものと想定され
る。
宗報の発行について
宗報を「公布･公示」及びそれに準ずる必要な情報のみ

荒井　裕明（第３区埼玉県選出）
〔文書質問〕

としその他はホームページ等で閲覧しコストを抑える
ことはできないか
　�回答：宗報を「公布・公示」その他のみの20ページと

想定すると大幅なコスト削減にはつながるがホーム
ページ等閲覧できない方には情報の伝達ができない状
況になってしまうため情報の公平性を担保できないの
で難しいと考える。経費削減のため時代に即した取り
組みを鋭意検討していきたい。

SOTO保険サポートの決算に対し配当金が500万になっ
た経緯と配当金がなぜ補正予算で計上されなかったか
　�回答：現時点で万が一大型の契約が継続されなかった

場合に備え、経営の立て直しを図る期間として３年以上
の猶予を確保できる体制にするため。また補正予算に
計上する時間的余裕がないことをご理解いただきたい。



總　　和　　会　　報2025.07.25 第 137 号� 　（７）

令
和
六
年
度
曹
洞
宗
一
般
会
計
歳
入
・
歳
出
決
算

總　　和　　会　　報2017.3.24 　（３）第 114 号

歳　入 5,061,841,035 円

歳　　　入 歳 入 額

賦課金 4,157,175,190

義財金 443,707,060

手数料 24,298,650

雑収入 78,282,601

準備資金受入金 358,377,534

借入金 0

内訳

賦課金 82.13%

義財金
8.77%手数料雑収入

1.55% 0.48%

準備資金
受入金
7.08%

總　　和　　会　　報2017.3.24 　（３）第 114 号

歳　入 5,061,841,035 円

歳　　　入 歳 入 額

賦課金 4,157,175,190

義財金 443,707,060

手数料 24,298,650

雑収入 78,282,601

準備資金受入金 358,377,534

借入金 0

内訳

賦課金 82.13%

義財金
8.77%手数料雑収入

1.55% 0.48%

準備資金
受入金
7.08%

總　　和　　会　　報� （２） 2017.3.24第 114 号

歳　　　出 歳 出 額

宗務管理費 1,593,700,868

特別会計繰入金 680,000,000

宗費完納奨励金 617,759,697

債券等購入費 298,320,000

布教教化費 281,436,986

年金 157,138,520

教育費 153,240,770

補助費 108,303,372

出版費 80,774,420

両大本山費 48,000,000

宗議会費 46,155,948

指導養成費 37,763,325

会議費 36,705,323

人権擁護推進本部費 30,848,179

臨時部 26,364,960

企画費 23,303,633

分担金 14,517,520

その他 42,123,212

内訳

宗務管理費
37.27%

教育費
3.58% 6.98%

債券等
購入費

3.67%

特別会計繰入金
15.90%

宗費完納
奨励金
14.45%

会議費
0.86%

両大本
山費
1.12%

年金

臨時部
0.62%

出版費
1.89%

指導養成費
0.88%
宗議会費
1.08%

その他
0.99%

布教
教化費
6.58%2.53%

補助費

人権擁護
推進本部費
0.72%

企画費
0.54%

分担金
0.34%

歳　出 4,276,458,733 円

總　　和　　会　　報� （２） 2017.3.24第 114 号

歳　　　出 歳 出 額

宗務管理費 1,593,700,868

特別会計繰入金 680,000,000

宗費完納奨励金 617,759,697

債券等購入費 298,320,000

布教教化費 281,436,986

年金 157,138,520

教育費 153,240,770

補助費 108,303,372

出版費 80,774,420

両大本山費 48,000,000

宗議会費 46,155,948

指導養成費 37,763,325

会議費 36,705,323

人権擁護推進本部費 30,848,179

臨時部 26,364,960

企画費 23,303,633

分担金 14,517,520

その他 42,123,212

内訳

宗務管理費
37.27%

教育費
3.58% 6.98%

債券等
購入費

3.67%

特別会計繰入金
15.90%

宗費完納
奨励金
14.45%

会議費
0.86%

両大本
山費
1.12%

年金

臨時部
0.62%

出版費
1.89%

指導養成費
0.88%
宗議会費
1.08%

その他
0.99%

布教
教化費
6.58%2.53%

補助費

人権擁護
推進本部費
0.72%

企画費
0.54%

分担金
0.34%

歳　出 4,276,458,733 円

＊�ブロック大会・支部総会－本部にご案内あったものを記載。中止・順延の大会
は記載してありません。

＊上記内容は總和会ホームページにも掲載させて頂いております。
　（https://souwakai.info）

編集・岩本一典　髙橋英悟　佐藤清廉

　　　清泉文英　立身一徳　内山正也

SOTO保険サポート株式会社

≪取扱保険会社≫ 損保：5社　生保：4社
損害保険ジャパン㈱・三井住友海上火災保険㈱・東京海上日動火災保険㈱
AIG 損害保険㈱・あいおいニッセイ同和損害保険㈱・SOMPOひまわり生命保険㈱
三井住友海上あいおい生命保険㈱・オリックス生命保険㈱・マニュライフ生命保険㈱　　　　　

〒１０５－８５４４
東京都港区芝２－５－２ 曹洞宗宗務庁第１分館３F
電 話：０３－３４５４－３５４７
F A X：０３－３４５４－３５７５
MAIL：soto-hoken@soto-support.jp
※社名が変わりました。( 旧：芝園不動産管理株式会社 )

火　災 自動車 退職金準備 賠償責任 サイバー
セキュリティ

お寺の保険の見直しやご相談お気軽にお問い合わせ下さい！！

生命保険 傷　害

ご相談は無料です！

※私たちは宗教法人「曹洞宗 」の関係会社です。

　 期　日　　　　　　　　会　務　内　容
（令和７年）
４月１日　　執行部会　　　　　　　　　　伝叟院
４月26日　　北海道支部総会　　　　　　　北海道
５月２日　　静岡県東部支部総会　　　　　静岡
５月７日　　岐阜県支部総会　　　　　　　岐阜
５月９日　　石川県支部総会　　　　　　　石川
５月12日　　岩手県支部総会　　　　　　　岩手
５月19日　　執行部会／幹事会／四部会　　檀信徒会館
５月20日　　四部会　　　　　　　　　　　檀信徒会館
５月20日　　京都支部総会　　　　　　　　京都
５月20日　　三重県支部総会　　　　　　　三重
５月26日　　福島県支部総会　　　　　　　福島

總　和　会　会　務　報　告
　 期　日　　　　　　　　会　務　内　容
５月29日　　青森県支部総会　　　　　　　青森
６月４日　　関東大会　　　　　　　　　　埼玉
６月11日　　鳥取県支部総会　　　　　　　鳥取
６月12日　　執行部会　　　　　　　　　　檀信徒会館
６月16日　　神奈川県東部支部総会　　　　神奈川
６月21日　　執行部会　　　　　　　　　　伝叟院
６月22日　　議員総会／幹事会／幹事・評議員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檀信徒会館
７月２日　　近畿大会　　　　　　　　　　大阪
７月３日　　佐賀県支部総会　　　　　　　佐賀
７月３日　　四国支部総会　　　　　　　　徳島
７月９日　　中国四国大会　　　　　　　　山口

第 32回 總和会全国大会
◇令和７年 11 月６日（木）
◇会場・曹洞宗檀信徒会館　


